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業 種 医療・福祉 

業 務 概 要 ・施設系 

 特別養護老人ホームのぞみ園100床，特別養護老人ホーム永利29床 

・在宅系 

のぞみ園デイサービスセンター，デイサービスセンターあゆみの家， 

薩摩川内市在宅介護支援センターのぞみ園， 

のぞみ園在宅介護支援センター居宅介護支援事業所， 

グループホームのぞみ，デイサービスセンター永利，グループホーム永利 

行 動 計 画 期 間 平成２７年４月１日 ～ 平成３２年３月３１日 

行 動 計 画 の 

主 な 内 容 
目標１）男性の子育て目的の休暇の取得促進。 

＜対策＞ 

配偶者の出産休暇（３日間）等，特別休暇が取得できることの職員への周知。 

目標２）育児休業に関する規定の整備，労働者の育児休業中における待遇及

び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知。 

＜対策＞ 

育休制度について理解を深めるため，規程を各事業所に備え，取得について 

アドバイスを行う（パンフレットを配布）。 

目標３）労働者が子どもの看護のための休暇について，時間単位で取得でき

る等より利用しやすい制度の導入。 

〈対策〉 

育児休業中及び復帰後の処遇に関するパンフレットを従業員に配布し，制度 

の周知を図る。 

目標４）育児・介護休業法に基づく育児休業等，雇用保険法に基づく育児休

業給付，労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知。 

〈対策〉 

上記諸制度を事業所内の見やすい場所へ備え付け，労働者への周知徹底を図 

る。 

目標５）年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施。 

〈対策〉 

 年次有給休暇の取得状況を把握し，取得率を70％以上にする。 



こんな両立支援に 

取り組んでいます 

■育児休業，介護休業，子の看護休暇制度の導入 

■関連法人による託児施設有り 

■年次有給休暇以外に，夏季(2 日)，年末(3日)，年始(3日)の休暇有り 


